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年
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月
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日
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問
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九

号 

  

右
の
質
問
主
意
書
を
提
出
す
る
。 

意
書 

石
油
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
事
業
法
の
事
業
用
施
設
の
設
置
に
か
か
る
事
業
の
計
画
性
に
関
す
る
質
問
主 

昭
和
五
十
一
年
十
一
月
四
日 

衆 

議 

院 

議 

長 

前 

尾 
繁 
三 

郎 

殿 

 

提 

出 

者 
 

木 

原 
 

実 

 

一 

 



 

 

三 

 
石
油
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
事
業
法
の
事
業
用
施
設
の
設
置
に
か
か
る
事
業
の
計
画
性
に
関
す
る
質
問
主 

意
書 

石
油
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
事
業
法
（
以
下
事
業
法
と
い
う
）
適
用
の
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
で
あ
る
新
東
京
国
際
空
港
公
団 

（
以
下
空
港
公
団
と
い
う
）
の
航
空
燃
料
輸
送
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
（
千
葉
港
頭
か
ら
成
田
空
港
ま
で
の
も
の
で
、
以
下

本
格
ラ
イ
ン
と
い
う
）
の
布
設
計
画
実
施
経
過
に
お
い
て
、
関
係
行
政
機
関
及
び
関
係
地
域
住
民
の
意
思
尊
重
の 

 

問
題
を
含
む
計
画
性
に
疑
問
が
あ
る
の
で
、
以
下
質
問
す
る
次
第
で
あ
る
。 

一 

空
港
公
団
は
、
昭
和
五
十
年
十
月
十
四
日
付
書
面
に
お
い
て
、
千
葉
市
内
ル
ー
ト
の
う
ち
、
水
道
道
路
ル
ー 

ト
を
使
用
し
な
い
こ
と
を
述
べ
、
そ
の
後
、
昭
和
五
十
一
年
一
月
か
ら
三
月
に
か
け
て
、
同
ル
ー
ト
の
既
設
パ 

 

イ
プ
ラ
イ
ン
を
撤
去
し
た
。 

(一) 

本
格
ラ
イ
ン
の
ル
ー
ト
と
し
て
、
今
後
、
右
水
道
道
路
が
使
用
さ
れ
な
い
こ
と
に
相
違
は
な
い
か
。 



 

二 

佐
藤
文
生
元
運
輸
政
務
次
官
は
、
朝
日
ジ
ャ
ー
ナ
ル
昭
和
五
十
年
七
月
十
八
日
号
で
「
地
域
住
民
か
ら
出
さ 

 

れ
た
諸
要
望
を
入
れ
、
そ
れ
を
ト
ー
タ
ル
し
て
総
予
算
十
一
億
円
ぐ
ら
い
で
や
ろ
う
と
約
束
し
た
。
と
こ
ろ
が
、

そ
の
約
束
は
政
府
レ
ベ
ル
に
お
い
て
キ
ャ
ン
セ
ル
さ
れ
、
千
葉
市
内
の
ル
ー
ト
は
宙
に
浮
い
て
し
ま
つ
た
。
」
と 

(四) 

運
輸
大
臣
、
建
設
大
臣
、
大
蔵
大
臣
は
、
水
道
道
路
ル
ー
ト
が
暫
定
で
あ
り
、
東
関
道
検
見
川
線
に
将
来 

 

移
設
す
る
予
定
で
あ
つ
た
こ
と
を
、
右
の
当
初
か
ら
承
知
し
て
い
た
か
。 

(三) 

空
港
公
団
は
、
昭
和
五
十
年
十
一
月
に
、
「
水
道
道
路
ル
ー
ト
は
、
当
初
か
ら
暫
定
で
あ
り
、
将
来
建
設 

 
 

さ
れ
る
予
定
の
ハ
イ
ウ
ェ
イ
（
東
関
東
自
動
車
道
路
検
見
川
線
の
こ
と
で
、
以
下
東
関
道
検
見
川
線
と
い
う
）

に
移
設
す
る
構
想
を
持
つ
て
い
た
」
と
い
う
趣
旨
の
主
張
を
し
て
い
る
。
こ
の
主
張
の
当
初
と
は
い
つ
か
。 

(二) 
空
港
公
団
は
、
昭
和
四
十
七
年
六
月
に
は
、
右
水
道
道
路
を
最
適
で
あ
る
と
主
張
し
て
、
一
部
に
パ
イ
プ 

 
ラ
イ
ン
を
埋
設
し
て
い
た
が
、
右
水
道
道
路
を
将
来
も
使
用
し
な
い
こ
と
と
し
た
理
由
を
明
ら
か
に
さ
れ
た 

い
。 

四 

 



 

(四) 

地
域
住
民
か
ら
出
さ
れ
た
要
望
の
ト
ー
タ
ル
が
十
一
億
円
に
な
る
旨
の
発
言
が
あ
る
が
、
昭
和
五
十
年
七 

月
二
十
日
に
、
一
万
一
九
二
名
に
よ
り
提
起
さ
れ
た
、
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
埋
設
工
事
差
止
請
求
事
件
（
千
葉
地 

 

裁
昭
和
五
十
年

(ワ)
第
四
五
二
号
事
件
）
の
原
告
陳
述
に
お
い
て
、
原
告
は
、
「
お
金
な
ど
一
銭
も
い
ら
な 

 
 

い
」
と
述
べ
て
い
る
。
事
実
、
昭
和
四
十
六
年
以
来
、
安
全
性
の
み
を
問
題
と
し
て
反
対
を
し
て
き
た
一
万 

 
 

人
を
こ
え
る
地
域
住
民
は
、
安
全
以
外
の
い
か
な
る
メ
リ
ッ
ト
も
要
求
し
て
い
な
い
。
で
あ
る
と
す
れ
ば
、 

 

地
域
住
民
が
ト
ー
タ
ル
で
十
一
億
円
に
な
る
要
望
を
し
た
と
い
う
話
は
ど
こ
か
ら
来
た
も
の
か
、
明
ら
か
に 

(三) 

大
蔵
省
は
、
右
約
束
な
る
も
の
の
履
行
に
反
対
し
た
事
実
が
あ
る
の
か
。
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
理
由
を 

 

明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

(二) 

右
約
束
の
存
在
を
知
つ
た
時
期
を
、
運
輸
大
臣
、
財
政
当
局
そ
れ
ぞ
れ
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

(一) 

右
約
束
は
、
誰
と
誰
と
の
間
の
約
束
か
。 

述
べ
た
と
さ
れ
て
い
る
。 

五 

 



 

三 

千
葉
市
長
は
、
昭
和
四
十
七
年
十
二
月
十
八
日
、
千
葉
市
議
会
定
例
会
に
お
い
て
、
「
し
か
も
い
ろ
い
ろ
メ 

 
 

リ
ッ
ト
の
問
題
、
大
蔵
省
が
難
色
を
示
し
て
む
ず
か
し
い
と
い
う
話
、
道
路
公
団
と
の
間
の
と
り
き
め
で
き
か 

 

ね
る
と
い
う
こ
と
で
、
こ
れ
は
た
い
へ
ん
と
い
う
こ
と
で
私
は
地
元
に
合
わ
せ
る
顔
が
な
い
。
そ
れ
な
ら
ば
い 

 

ま
申
し
上
げ
た
よ
う
な
線
で
進
ん
で
も
ら
わ
な
け
れ
ば
困
り
ま
す
と
い
う
こ
と
で
空
港
公
団
に
対
す
る
不
信
の 

念
と
い
う
も
の
を
も
つ
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
」
と
発
言
し
、
さ
ら
に
「
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
問
題
か
ら
教
え
ら
れ 

 

た
こ
と
は
、
公
団
に
だ
ま
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
」
と
も
述
べ
て
い
る
。 

(二) 

事
業
法
立
法
の
精
神
に
か
ん
が
み
、
空
港
公
団
は
、
関
係
地
方
公
共
団
体
の
意
思
を
尊
重
す
べ
き
立
場
に 

あ
る
が
、
右
発
言
の
経
緯
は
、
そ
の
立
場
を
全
う
し
た
結
果
で
あ
る
と
言
え
る
の
か
ど
う
か
政
府
の
見
解
を 

 

承
わ
り
た
い
。 

(一) 

右
市
長
発
言
の
原
因
と
な
つ
た
空
港
公
団
の
措
置
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

さ
れ
た
い
。 

六 

 



 

四 
空
港
公
団
が
、
航
空
燃
料
暫
定
輸
送
構
想
の
推
進
に
踏
み
き
つ
た
理
由
と
し
て
、
内
閣
総
理
大
臣
は
、
衆
議 

 

院
議
員
久
保
三
郎
君
の
質
問
に
対
す
る
答
弁
書
（
昭
和
四
十
八
年
十
月
十
九
日
付
内
閣
衆
質
七
一
第
二
六
号
）
に

お
い
て
、
「
公
団
は
、
日
本
国
有
鉄
道
、
京
成
電
鉄
等
と
設
計
協
議
を
行
つ
た
と
こ
ろ
、
工
事
内
容
の
変
更
を 

 
 

必
要
と
す
る
に
至
り
、
建
設
工
事
を
そ
の
ま
ま
継
続
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
完
成
は
早
く
て
も
本
年
九
月
末
に 

 

な
る
見
込
み
と
な
つ
た
」
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。 

五 

空
港
公
団
の
本
格
ラ
イ
ン
は
、
昭
和
四
十
七
年
六
月
に
完
成
予
定
で
あ
つ
た
が
、
四
年
以
上
経
過
し
た
現
在 

 

完
成
の
目
途
も
立
つ
て
お
ら
ず
、
千
葉
市
内
で
は
、
最
適
と
し
て
選
ん
だ
水
道
道
路
を
放
棄
し
て
、
既
設
パ
イ 

 

プ
を
撤
去
し
て
い
る
。
ま
た
、
当
初
、
住
民
に
対
し
て
安
全
性
を
誇
示
し
な
が
ら
、
設
置
し
た
も
の
は
事
業
法 

(二) 

で
あ
る
と
す
れ
ば
、
監
督
者
と
し
て
の
運
輸
大
臣
の
所
見
を
承
わ
り
た
い
。 

(一) 

空
港
公
団
は
、
日
本
国
有
鉄
道
、
京
成
電
鉄
等
と
協
議
を
す
る
こ
と
な
く
、
道
路
占
用
許
可
を
申
請
し
、 

 

本
格
ラ
イ
ン
埋
設
工
事
に
着
手
し
た
の
か
。 

七 

 



 

 

八 

技
術
基
準
に
抵
触
し
て
、
千
葉
市
内
全
域
で
掘
返
し
が
不
可
避
と
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
関
係
行
政
機
関
等 

 

と
の
協
議
も
、
右
質
問
に
指
摘
し
た
と
お
り
粗
末
な
も
の
で
あ
る
。
か
か
る
空
港
公
団
の
本
格
ラ
イ
ン
計
画
実 

 

施
経
過
は
、
事
業
法
第
七
条
第
六
号
の
規
定
を
満
た
す
も
の
と
言
え
る
の
か
、
政
府
の
見
解
を
承
わ
り
た
い
。 

右
質
問
す
る
。 




